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第22号　　　 平成21年10月20日

　　　　上）大江卓宛大旆（修復後）

　　　　右）縁裂および刺繍部分（同）

　
二
〇
〇
九
年
が
、
神
奈
川
（
横
浜
）
が

世
界
に
向
け
て
開
か
れ
て
か
ら
一
五
〇
年

目
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
神
奈
川
県
で
も

こ
の
開
港
一
五
〇
年
を
祝
う
メ
モ
リ
ア
ル

イ
ベ
ン
ト
を
三
年
ほ
ど
前
か
ら
計
画
し
、

そ
の
準
備
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
当
館
に
お
い
て
も
「
横
浜
開
港
と
神
奈

川
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
特
別
展
示
を
開

催
す
る
こ
と
を
決
め
、
展
示
資
料
の
選
定

を
始
め
ま
し
た
。

　
今
回
の
展
示
の
メ
イ
ン
と
し
て
、
当
初

か
ら
マ
リ
ア
・
ル
ス
号
事
件
が
解
決
さ
れ

た
後
、
直
接
裁
判
に
関
わ
っ
た
神
奈
川
県

権
令
の
大
江
卓
と
、
当
時
外
務
卿
だ
っ
た

副
島
種
臣
に
横
浜
中
華
会
館
か
ら
贈
呈
さ

れ
た
大
旆
（
た
い
は
い
＝
大
き
な
旗
）
を

考
え
て
い
ま
し
た
が
、
制
作
さ
れ
て
か
ら

一
三
〇
年
以
上
が
経
過
し
て
い
る
た
め
、

経
年
劣
化
に
よ
る
傷
み
が
酷
く
、
展
示
に

耐
え
ら
れ
る
よ
う
な
状
態
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
こ
で
半
年
か
け
て
修
復
作

業
を
行
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
中
で
新
た

な
発
見
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
今
回
は
そ

の
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
左
の
写
真
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
の
大

旆
は
鮮
や
か
な
刺
繍
の
中
に
金
色
の
文
字

で
感
謝
の
言
葉
や
漢
詩
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
文
字
は
従
来
金
泥
（
金
粉
を
膠

水
で
溶
き
ま
ぜ
た
も
の
）
で
書
か
れ
て
い

る
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
今
回
の
修
復

時
の
調
査
で
、
胡
粉
を
膠
で
溶
い
た
も
の

で
文
字
を
書
い
た
上
に
粒
の
細
か
な
金
粉

あ
る
い
は
金
箔
を
乗
せ
て
仕
上
げ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
現
在
、

文
字
が
白
く
見
え
る
の
は
、
金
が
剥
が
れ

お
ち
て
地
の
胡
粉
と
膠
が
露
出
し
て
い
る

か
ら
だ
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、
縁
裂
の
下

に
も
刺
繍
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。
以
上
は
今
回
の
展
示
の
準
備

に
あ
た
っ
て
発
見
さ
れ
た
こ
と
の
一
部
に

す
ぎ
ま
せ
ん
。
新
た
な
発
見
が
あ
り
次
第

お
知
ら
せ
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　 

神
奈
川
開
港
・
開
国
一
五
〇
周
年
メ
モ
リ
ア
ル
イ
ベ
ン
ト

横
浜
開
港
と
神
奈
川

― 

神
奈
川
奉
行
か
ら
始
ま
る
神
奈
川
県
の
歴
史 

―

 

開
催
期
間
　
二
〇
〇
九
年
六
月
二
日
～
三
〇
日
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毎
年
、
年
度
の
初
め
に
行
う
「
通
常
展

示
」
も
今
年
で
一
〇
回
目
を
迎
え
、
ま
す

ま
す
そ
の
内
容
が
充
実
し
て
き
た
と
い
え

る
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
展
示
は
当
館
が
所

蔵
、
あ
る
い
は
寄
託
さ
れ
て
い
る
資
料
を

使
っ
て
神
奈
川
の
歴
史
を
紹
介
す
る
と
い

う
も
の
で
、
資
料
整
理
を
し
て
い
る
な
か

で
新
た
に
発
見
さ
れ
た
資
料
な
ど
も
紹
介

し
て
い
ま
す
。

　
今
回
前
近
代
の
部
か
ら
は
、
中
世
の
神

奈
川
で
展
示
し
ま
し
た
「
直
江
重
光
の
書

状
」
を
紹
介
し
ま
す
。

　
直
江
重
光
は
上
杉
家
の
家
老
直
江
山
城

守
兼
続
で
、
慶
長
十
二
・
三
年
以
降
に
重

光
と
名
を
改
め
ま
し
た
。
こ
の
書
簡
は
上

杉
謙
信
の
側
近
で
あ
っ
た
山
吉
豊
守
（
や

ま
よ
し
と
よ
も
り
　
孫
次
郎
）
の
流
れ
を

汲
む
山
吉
家
が
旧
蔵
し
て
い
た
も
の
で
、

東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂
所
編
の

『
大
日
本
史
料
』
第
十
二
編
之
三
十
二
に

は
千
葉
き
よ
氏
所
蔵
文
書
と
し
て
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
山
吉
豊
守
は
関
東
の
小
田

原
北
条
氏
と
の
外
交
を
担
当
（
申
次
＝
も

う
し
つ
ぎ
）
し
て
お
り
、
当
館
所
蔵
の
山

吉
家
文
書
に
は
北
条
と
の
間
で
交
わ
さ
れ

た
文
書
も
数
通
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
近
現
代
の
展
示
部
分
で
は
、
今
年
ま
で

の
一
二
〇
年
間
を
四
〇
年
お
き
に
区
切

り
、
三
つ
の
出
来
事
を
紹
介
し
ま
し
た
。

そ
の
三
つ
と
は
、
一
二
〇
年
前
の
「
①
東

海
道
線
全
通
」、八
〇
年
前
の
「
②
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
株
価
暴
落
」、
四
〇
年
前
の
「
③

東
名
高
速
道
路
全
通
」
で
す
。

　
①
で
は
お
も
に
山
北
町
谷
ヶ
の
武
尾
家

文
書
か
ら
当
時
の
鉄
道
敷
設
工
事
を
紹
介

し
ま
し
た
。
②
で
は
、
世
界
恐
慌
の
影
響

に
よ
る
県
内
の
不
況
と
失
業
対
策
を
歴
史

的
公
文
書
か
ら
ふ
り
か
え
り
ま
し
た
。
③

で
は
、
道
路
計
画
か
ら
完
成
に
い
た
る
ま

で
の
様
子
を
歴
史
的
公
文
書
で
う
か
が
い

ま
し
た
。

　
次
の
写
真
は
②
で
展
示
し
た
資
料
で

す
。
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
の
県
内
の

失
業
率
が
全
体
で
八
．
九
㌫
と
記
さ
れ
、

今
の
不
況
よ
り
も
深
刻
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。

　
平
成
二
十
一
年
度
第
一
回
の
ミ
ニ
展
示

は
、
当
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
「
武
蔵
国

橘
樹
郡
北
綱
島
村 

飯
田
家
文
書
」
よ
り
、

江
戸
時
代
の
北
綱
島
村
に
関
す
る
資
料
を

紹
介
し
ま
し
た
。

　
村
の
概
要
を
記
載
し
た
資
料
で
あ
る
、

享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
の
「
武
蔵
国

橘
樹
郡
神
奈
川
領
綱
島
村
鑑
」（
左
写
真
）

か
ら
は
、
村
高
や
人
口
、
地
勢
な
ど
、
当

時
の
北
綱
島
村
の
様
子
を
概
観
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
年
貢
の
徴
発
・
収
納
の
資
料
で

あ
る
、
享
保
十
七
年
の
「
子
年
定
免
御
年

貢
可
納
割
付
之
事
」
お
よ
び
翌
十
八
年
の

「
子
年
御
年
貢
皆
済
目
録
」
か
ら
は
、
村

高
に
比
す
る
年
貢
の
割
合
を
算
出
し
、
い

わ
ゆ
る
「
五
公
五
民
」
と
は
違
う
イ
メ
ー

ジ
を
提
示
し
ま
し
た
。

　 
資
料
に
み
る
神
奈
川
の
歴
史

 

開
催
期
間
　
五
月
二
〇
日
～
九
月
一
三
日
　

展
示
を
終
え
て
　
通
常
展
示

　　　昭和六年以降「閣省許可稟申

　　　関係書類」（歴史的公文書）

上）直江重光書状（山吉家文書）

下）北条氏政書状（山吉家文書）

　
飯
田
家
文
書
に
み
る

　
　
　 

近
世
の
北
綱
島
村

 

開
催
期
間
　
五
月
九
日
～
七
月
九
日
　

ミ
ニ
展
示
を
終
え
て
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産
業
報
国
会
と
は
、
昭
和
一
三
年

（
一
九
三
八
）
以
降
、
国
、
各
道
府
県
、

全
国
の
会
社
や
事
業
所
な
ど
に
つ
く
ら
れ

た
労
働
者
を
統
制
す
る
組
織
の
こ
と
で

す
。

　
国
は
戦
時
体
制
の
強
化
を
は
か
る
た
め
、

ド
イ
ツ
に
な
ら
い
、
全
国
の
労
働
者
を
軍

隊
の
よ
う
に
動
か
せ
る
よ
う
変
え
て
い
き

ま
し
た
。
国
は
道
府
県
を
指
導
し
て
産
業

報
国
会
の
結
成
を
奨
励
し
ま
し
た
。
道
府

県
は
、
労
働
組
合
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
は

組
合
を
自
主
解
散
さ
せ
て
産
業
報
国
会
を

結
成
す
る
よ
う
う
な
が
し
、
労
働
組
合
の

な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
は
産
業
報
国
会
を
つ

く
る
よ
う
は
た
ら
き
か
け
ま
し
た
。
労
働

組
合
と
会
社
は
対
立
さ
せ
ず
、
国
や
道
府

県
、
会
社
・
事
業
所
、
社
長
か
ら
従
業
員

に
い
た
る
ま
で
、
す
べ
て
一
致
団
結
し
て

生
産
に
向
か
わ
せ
る
運
動
を
め
ざ
し
た
の

で
す
。

　
こ
う
し
て
国
の
大
日
本
産
業
報
国
会
の

下
に
道
府
県
の
産
業
報
国
会
が
置
か
れ
、

さ
ら
に
そ
の
下
に
所
轄
警
察
署
ご
と
の
支

部
、
そ
し
て
支
部
で
は
会
社
や
事
業
所
単

位
の
産
業
報
国
会
（
単
位
産
業
報
国
会
）

を
取
り
込
み
ま
し
た
。

　
次
の
写
真
は
富
士
電
機
産
業
報
国
会
機

関
誌
の
巻
頭
写
真
で
す
。
職
場
で
朝
夕
に

ラ
ッ
パ
の
吹
奏
の
も
と
、
皇
居
の
方
角
へ

最
敬
礼
を
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

　
そ
の
後
、
敗
戦
後
の
昭
和
二
〇
年

（
一
九
四
五
）
九
月
に
国
の
大
日
本
産
業

報
国
会
が
解
散
さ
れ
る
と
、
都
道
府
県
の

産
業
報
国
会
も
単
位
産
業
報
国
会
も
解
散

さ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
ご
紹
介
す
る
の
は
、
昭
和
五
〇
年

（
一
九
七
五
）
の
神
奈
川
県
議
会
九
月
定

例
会
会
議
録
（
左
の
写
真
）
で
す
。

　
こ
こ
に
は
「
国
際
婦
人
年
に
あ
た
り
、

婦
人
の
社
会
的
地
位
の
向
上
を
は
か
る
決

議
案
」
が
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
た
部
分

を
の
せ
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
決
議
が
出
さ

れ
た
の
は
、
昭
和
五
〇
年
が
国
際
婦
人
年

で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
り
ま
す
。

　
国
際
連
合
で
は
世
界
的
に
婦
人
の
地
位

向
上
を
は
か
ろ
う
と
、
こ
の
一
九
七
五
年

を
国
際
婦
人
年
と
定
め
ま
し
た
。
同
年
六

月
か
ら
七
月
、
メ
キ
シ
コ
シ
テ
ィ
で
開
催

さ
れ
た
第
一
回
女
性
会
議
で
は
今
後
一
〇

年
間
の
行
動
指
針
が
立
て
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
を
う
け
て
県
議
会
で
は
先
の
決
議

が
採
択
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
す
。
第

一
回
女
性
会
議
の
閉
幕
後
、
三
か
月
と
い

う
異
例
の
早
さ
で
し
た
。

　
そ
の
後
、
神
奈
川
県
で
は
県
レ
ベ
ル
の

行
動
計
画
を
ま
と
め
、
本
格
的
な
女
性
行

政
を
始
め
ま
し
た
。
二
年
後
の
昭
和
五
二

年
、
県
民
部
県
民
総
務
室
に
婦
人
班
が
設

置
さ
れ
、
昭
和
五
四
年
に
は
婦
人
総
合
セ

ン
タ
ー
の
基
本
構
想
が
策
定
さ
れ
ま
す
。

ま
た
県
民
各
層
の
代
表
か
ら
な
る
「
神
奈

川
婦
人
の
地
位
向
上
プ
ラ
ン
策
定
委
員

会
」
に
諮
問
し
、
そ
こ
で
出
さ
れ
た
答
申

を
、
昭
和
五
七
年
に
「
か
な
が
わ
女
性
プ

ラ
ン
」
と
し
ま
し
た
。

　
昭
和
五
七
年
は
婦
人
総
合
セ
ン
タ
ー
が

開
館
し
、
か
つ
県
内
の
女
性
団
体
が
結
集

し
て
で
き
た
自
主
的
な
組
織
「
か
な
が
わ

女
性
会
議
」
が
発
足
し
た
年
で
も
あ
り
ま

し
た
。
県
に
と
っ
て
こ
の
年
は
女
性
行
政

の
三
つ
の
柱
が
そ
ろ
っ
た
最
初
の
年
で
あ

り
、ま
さ
に
「
か
な
が
わ
婦
人
元
年
」（
左

の
ポ
ス
タ
ー
）
だ
っ
た
の
で
す
。

『不二』第十六号

（比嘉盛広氏資料　当館蔵）

　　　　神奈川県議会会議録

　　　　昭和50年９月定例会（行政刊行物）

「かながわ婦人元年ポスター」

（歴史的公文書）

　 
産
業
報
国
会
の
時
代

 

開
催
期
間
　
七
月
一
二
日
～
九
月
九
日
　

展
示
を
終
え
て
　
ミ
ニ
展
示

所

蔵

資

料

紹

介
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当
家
文
書
は
、
法
然
上
人
が
往
生
浄
土

を
願
い
念
仏
往
生
の
意
義
を
一
枚
の
紙
に

認
め
た
「
一
枚
起
請
文
」
の
建
暦
二
年

（
一
二
一
二
）
か
ら
、
明
治
十
七
年
「
水

車
臼
数
増
加
願
」
に
至
る
軸
物
・
絵
図
・

短
冊
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
軸
物
に
は

日
蓮
上
人
宛
文
永
十
一
年

五
月
二
日
付
け
の
城
左
兵

衛
奉
書
、
弘
安
二
年
日
蓮

筆
曼
荼
羅
。
絵
図
は
、
旧

下
山
口
村
（
現
在
、
葉
山

町
内
）
天
保
十
四
年
、
嘉

永
五
年
（
掲
載
写
真
）
の

江
戸
期
村
絵
図
、
明
治
期

地
籍
図
、
他
に
三
浦
郡
武

村
麁
絵
図
、
三
浦
郡
四
ヶ

村
海
辺
麁
絵
図
、
徳
川
幕

府
御
用
船
寄
港
之
図
、
源

頼
朝
屋
郭
之
図
等
。
短
冊

は
、
俳
句
・
川
柳
・
和
歌

の
内
容
か
ら
成
っ
て
い
ま

す
。
掲
出
の
村
絵
図
左
上

の
紺
色
＝
下
山
川
（
河
川
）

と
朱
線
（
道
＝
秋
谷
村
に

向
か
う
往
来
）
と
が
交
差

し
た
付
近
が
、
現
在
御
用

邸
の
敷
地
に
な
っ
て
い
ま

す
。「
水
車
臼
数
増
加
願
」

は
、
弘
化
元
年
七
月
に
設

置
さ
れ
た
水
車
に
よ
る
檮

臼
（
つ
き
う
す
）
の
営
業
拡
大
に
よ
り
臼

の
増
設
を
神
奈
川
県
庁
に
願
い
出
た
文
書

で
す
。
政
治
が
、
武
家
政
権
の
江
戸
幕
府

か
ら
新
政
権
明
治
政
府
に
変
化
し
て
も
生

活
の
た
め
の
願
書
提
出
行
為
は
変
わ
ら

ず
、
願
い
は
、
文
書
に
よ
り
役
所
へ
提
出

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

 

（
沼
田
米
子
氏
寄
託
文
書
）

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
だ
よ
り
（
第 

二 

二 

号
）

　
平
成
二
一
年
一
〇
月
二
〇
日
発
行

　
　
編
集
発
行
　
神
奈
川
県
立
公
文
書
館

　
　
〒
二
四
一
―
〇
八
一
五

　
　
横
浜
市
旭
区
中
尾
一
―
六
―
一

　
　
電
話
　
〇
四
五 

（
三
六
四
） 

四
四
五
六

交通の案内

電車の場合　相鉄線「二俣川駅」 （横浜駅から急行で11分） 下車／徒歩17分又は

　　　　　　相鉄バス「運転試験場循環」行きで 「運転試験場」 下車徒歩３分

車 の 場 合　「保土ヶ谷バイパス」 本村インターから６分

 

展
示
の
ご
案
内 

★
企
画
展
示

・「
か
な
が
わ
の
女
性
」

　
九
月
二
五
日
㈮
～
一
一
月
二
二
日
㈰

・「
地
震
・
洪
水
・
火
事
・
噴
火
」

　
一
月
二
一
日
㈭
～
三
月
七
日
㈰

★
ミ
ニ
展
示

・「
開
発
と
自
然
保
護
を
め
ぐ
っ
て
」

　
一
一
月
八
日
㈰
～
一
月
六
日
㈬

・「
飯
田
家
文
書
に
み
る
地
方
名
望
家
」

　
一
月
九
日
㈯
～
三
月
三
日
㈬

・「
都
市
計
画
の
は
じ
ま
り
」

　
三
月
六
日
㈯
～
三
月
三
一
日
㈬

★
常
設
展
示

　
　
　
　
～
三
月
三
一
日
㈬

・「
県
立
愛
林
青
少
年
訓
練
所
」

・「
戦
後
住
宅
行
政
の
は
じ
ま
り
」

・「
戸
長
役
場
の
仕
事
」

・「
朝
鮮
通
信
使
と
神
奈
川
」

・「
古
文
書
の
修
復
」

 

講
座
の
ご
案
内 

・
古
文
書
解
読
入
門
一
日
講
座

　（
定
員
一
〇
〇
名
）

　
一
二
月
六
日
㈰
　
伊
勢
原
市

・
古
文
書
解
読
入
門
講
座
（
定
員
一
四
〇
名
）

　
二
月
七
日
㈰
～
三
月
一
四
日
㈰
の
各
日

曜
日
（
全
六
回
）

 

館
利
用
の
ご
案
内 

 

（
利
用
時
間
） 

閲
覧
室
→
午
前
九
時
～
午
後
五
時

会
議
室
→
午
前
九
時
～
午
後
九
時

 

（
利
用
方
法
） 

閲
覧
室
→
開
架
さ
れ
て
い
る
資
料
は
自
由

に
閲
覧
で
き
ま
す
。
ま
た
、
書
庫
内
の
資

料
は
受
付
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

●
古
文
書
資
料

沼
田
家
文
書




